
『社会保障制度に関する特別世綸調査Jの概要

平成 20年 9月

内閣府政府広報室

調 査 対 象  全国 20歳以上の者 3,000人

有効回収数  1,822人 (6017%)

調 査 期 間  平成 20年 7月 24日 ～8月 3日

調 査 方 法  調査員による個別面接聴取

社会保障制度に関する国民の意識を調査し,今後の施策の参考とする。

1 社会保障制度に対する満足度

2 社会保障制度の中で満足している分野

3 社会保障制度の中で満足していない分野       ・

4 社会保障の給付と負担のパフンスについて

5 社会保障制度における高齢者と現役世代の負担のあり方について

6 社会保障制度の中で緊急に改革に取り組むべき分野

『社会保障制度に関する特別世綸調査Jの要旨

平成 20年 9月

内閣府政府広報室

〔響言颯言卜発jttTF躍 IT月
3i〕

1 社会保障制度に対する満足度                 ,
調 査 概 要

調 査 目 的

調 査 項 目

。満足 (小計)

・満足している

。まあ満足している

・不満 (小計)

。やや不満だ

・不満だ

。どちらともいえない

・わからない

平成 20年 7月
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<お願い>
本資料の内容を引用された場合,その掲載部分の写しを

下記宛にご送付ください。

内閣府大臣官房政府広報室

世論調査担当

〒100-8914 東京都千代田区永田町 1‐ 6-1
‐
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2 社会保障制度の中で満足している分野 (複数回答)

。医療制度

。年金制度         ・

・少子化関連 (出産・育児支援)制度

・介護制度

・雇用支援策        、

・特にない
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平成 20年 7月
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3 社会保障制度の中で満足していない分野 (複数回答)

。年金制度

。医療制度

,介護制度

・少子化関連 (出産・育児支援)制度

・雇用支援策

制
~ 

魔

制   度

介 護 制 度

少子化関連 (出産・育児支援)制度

雇   用   支   援   策
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4 社会保障の給付と負担のパランスについて

。社会保障の給付水準を大幅に引き下げて,負担を減らすことを優先すべき
。社会保障の給付水準をある程度下げても,従来どおりの負担とすべき

。社会保障の給付水準を保つために,ある程度の負担の増加はやむを得ない

。社会保障の給付水準を引き上げるために,｀ 大幅な負担の増加もやむを得ない

。わからない

社会保障の綸付水準 社会保障の綸付水準 社会保障の綸付水準
を大幅に引き下げて, をある程度下げても, を保つために,あ る
負担を減らすことを 従来どおりの負担と 程度の負担の増加は
優先すべき     すべき       やむを得ない

(該当者数)

致 (1,822人 )

5 社会保障制度における高齢者と現役世代の負担のあり方について

。高齢者に現在以上の負担は求めるべきではなく,

現役世代の負担の増加はやむを得ない

。全ての世代で支えていくべきであり,

高齢者と現役世代双方の負担の増加はやむを得ない

,現役世代に現在以上の負担は求めるべきではなく,

。わからない

高齢者の負担の増加はやむを得ない

高齢者に現在以上の負担  全ての世代で支えてい
は求めるべきではなく,  くべきであり,高齢者
発役世代の■担の増加は  と現■世代双方の負担
やむを得ない       の増加はやむを得ない

平成 20年 7月
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42.鶴

4.2%

15。 911

6 社会保障制度の中で緊急に改革に取り組むべき分野

・年金制度

。医療制度

。介護制度

。少子化関連 (出産 '育児支援)制度

・雇用支援策

少子化関連 (出産。青児文授)制度

雇   晨  支   援  策

(複数回答)

平成 20年 7月

63.9%

53.21

49.9%

38.4%

33:0%

社会保障の綸付水準
を引き上げるために,

大幅な負担の増加 も
やむを得ない

わからない

(複数回答)
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話は変わりますが,次に時事問題として「社会保障制度Jについてお伺いします.

〈【資料 1】 を調査対象者に提示し,読んでもらつた上で質問する。)

この中から1つだけお答えください。

(1.9)(ア)満足している

(18.4)(イ )ま あ満足している

(35.6)(ウ )やや不満だ

(40.1)(工 )不満だ

(3.0)  どちらともいえない

(1.0)  わからない

Q2〔回答票 18〕 あなたが,現在の社会保障制度の中で,満足している分野はどれです力、
この中からいくつてもあげてください。は A.)

(9.1)(ア)年金制度

(18.1)(イ )医療制度
60)(ウ )介護制度

5.2)(工)雇用支援策
7.8)(オ)少子化関連 (出産・育児支援)制度

0.4)  その他 (          )
(62.7)  特にない

(2.5)  わからない (M.T.=nl.7)

Q3〔回答票 18〕 あなたが,現在の社会保障制度の中で,満足していない分野はどれです力、
この中からいくつでもあげてください。(M.A.)

(69.7)(ア )年金制度

(56.4)(イ )医療制度

(53.3)(ウ )介護制度

(41.3)(工 )雇用支援策

(42.4)(オ )少子化関連 (出産・育児支援)制度
(05)  その他 (

(8.1)  特にない

(1.8)  わからない

(【 資料2】 を調査対象者に提示し,読んでもらつた上で質問する。)

【資料 2】

少子高齢化の進行により,今後,高齢者の数が増加する一方で,高齢者を支える
現役世代の数が減少し,現役世代の社会保障の負担が重くなることが懸念されています。

なお,こ こで言う「負担」とは,保険料負担と公費負担のことを言います。

Q4〔回答票 19〕 今後の社会保障の給付と負担のパランスについて,あなたのお考えに近いもの
をこの中から1つだけお答えください。

(172)(ア)社会保障の給付水準を大幅に引き下げて,負担を減らすことを優先すべき
(200)(イ )社会保障の給付水準をある程度下げても,従来どおりの負担とすべき
(42.7)(ウ)社会保障の給付水準を保つために,あ る程度の負担の増加はやむを得ない

。  (42)(工 )社会保障の給付水準を引き上げるために,大幅な負担の増カロもやむを得ない
.(15。 9)  わからない

Q5〔回答票 20〕 社会保障制度における高齢者と魂役世代の負担のあり方について,今後どのよ
うな方向を目指すべきだと思いますか。あなたのお考えに近いものをこの中から1つだけお
答えください。

(27.2)(ア)高齢者に現在以上の負担は求めるべきではなく,現役世代の負担の増力|は
やむを得ない

(50.3)(イ )全ての世代で支えていくべきであり,高齢者と現役世代双方の負担の増カロ
はやむを得ない

(8.8)(ウ )現役世代に現在以上の負担は求めるべきではなく,高齢者の負担の増カロは
やむを得ない

(13.2)  わからない

Q6〔回答票 21〕 あなたは,社会保障制度の中で,緊急に改革に取り組むべき分野はどれだと

思います力、 この中からいくつてもあげてください。 (■.A.)

(63.9)(ア)年金制度

(53.2)(イ )医療制度

(49.9)(ウ )介護制度

(330)(工)雇用支援策                         ′

(38.4)(オ)少子化関連 (出産・育児支援)制度

(0.3)  その他 (          )
(1.9)  特にない

(2.3)  わからない
.      (r.T,=242.8)

【資料 11

この調査における「社会保障制度」とは,主として,公的な
。年金制度
。医療制度
・介護制度           .
・雇用支援策
。少子化関連 (出産・育児支援)制度

を指しています。

Ql〔回答票 17〕 あなたは,全体として,現在の社会保障制度にどの程度満足しています力、

(■.T.=273.5)
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亨SA甲   単…回答 .

■MA■   複数回答          ｀

■FA■    自由記述回答

分析軸のn数 (回答者数)が、分析に耐え得る数を

轟劃び璃嘉二記:ξ霧響『・
h・0未満としま力、

この箇所については、あくまでも参考値としてご覧ください.



1-1.調査概要

◆調査目的

◆調査方法

◆調査対象

◆エリア

◆回答者数

◆調査項目

:社会保障制度の課題、今後のあり方について国民の意識を詳細に分析する

◆実査時期

◆調査機関

インターネットWeb定 量調査

20歳以上 男女

全国

2,000人 (内訳は人口動態構成比に極力近似)

・社会保障制度に対する関心度/満足度
・満足している/緊急に取り組むべき分野
・社会保障制度の問題点
・各制度の給付と負担のパランスについて
・各制度の高齢者と現役世代の負担のあり方
。各制度における優先課題
・各制度の問題点/改善点

2008年 8月 29日 (金)～ 2008年9月 1日 (月 )

ヤフーパリューインサイト株式会社

※平成10年 10月 1日現在 総務省 統計発表資料より性別、年代別の構成比に準して割付

2-1.社会保障制度総論について
社会保障制度総論
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2-1.社会保障制度総議にづいて

全 体 (F2000)

全体 (n-2000)

社会保障制度総論
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2-2.各制度間の満足度比較 年代別
社会保障制度総論

臨 年代別では、50代以下と60代 以上で傾向が異なる。

謄 50代以下では、「年金制度」の満足度が最も低く、年代が下がるにつれ相対的な満足度が下がるのに対し、60代以上では「年金制度」の満足
度が他分野に比べて高いことが特徴的。

口満足している分野:全体←名0001 く※ここでの分析手法tWeb― 対比較評価法)に ついては、P22γを参照。>

年金制度

■20代 (n=288)

〆

■30代 〈F-301)

口40代 (■30o)

■70代 (F2∞)

■50代〈|■ 50‐
     少子化対策(006)   層用支援策(006)

00

131ftl以上0乾o)麒雛颯



2-3.各制度間の対策緊急度比較 年代別

糠 50代以下では、「年金制度」が緊急に取り組むべきものとして一番に挙げられている。

櫂 20代、30代の若年層では、「少子化対策」が「年金制度」に次いで対策が緊急に必要な分野と考えている。
應 「介護制度」「医療制度」については、年代が高くなるほど緊急に取り組むべきと考える人が多くなる。

L豊量墜嶼 |

口緊急に取卿 むべき分野二体6■m) <※ここでの分析手法納ob… 対比較評価法,については、P22～ を参照。>

■70代 (F200D

■80代以上(n=20)議議鰺

社会保障制度総論

■30代 6● 01)

■40代 (n■o6)

2-4.社会保障制度の問題点 年代別

臓 どの年代においても「制度の内容に非効率やムダがある」と考える人が最も多く、全体と同様の順で項目が並んでいる。
臓 「制度の内容に世代間の不公平があるJ、「制度の内容に所得の高低による(世代内の)不公平がある」については、40代で最も深刻度が高い。

口問題が深刻であこ全体(F2.000) <※ここての分析手法(Wob―対比較評価法)については、
'22～

を参照.>
制度の内容に対する 制度の内容に世代間の

不公平がある
制度の内容に所得の 制度の内容に非効率や

説明が不足している 不公平がある

説明不足

所得の高低による
不公平 非効率やムダ
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3-1.雇用0年金制度について

>
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3-2.公的年金制度に対する意見 性別/年代別

態:

膨

菫

公的年金制度に対する意見を確認したところ、「世代間の不公平問題を一層是正すべき」(41%)、「所得の多い高齢者の負担を増やす」(41%)
など負担額の是正に関する項目が上位に挙がつている。その他、「未納問題の解決を最優先すべき」(36%)、「将来の自分の年金が正しく
支払われるのか不安」(34%)な どが続く。
性別でみると、女性は、「サラリーマン家庭の専業主婦の保険料負担の是正」を挙げる人が、男性よ1ん多く24%となつている。
若い世代ほど、「世代間の不公平問題を一層是正すべき」と考える人が多く、20代では、57%にのぼつており、70代と比べると30ポイント近く高い。
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3-3.公的年金0雇用支援策に関する問題点0改善点

懺 公的年金制度・雇用支援策に関する問題点・改善点について自由記述で回答を求めたところ、「雇用支援策」「年金制度」に関する記述がそ
れぞれ35%、 28%であつた。

'饉  「雇用支援策」では、“正規雇用化の促進"を挙|ヂる人が多く、その他“定年の引き上げ"や“育児支援策の強化/女性の雇用支援"などの回答
が多くみられる。

鬱 「年金制度Jでは、“無駄遣いや無駄な資産運用の改善"を挙げる人が最も多く、“年金制度自体への不信感"なども目立っている。
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4-2.医療制度に関する優先課題 性別/年代別

鬱 医療制度に関して優先的に対処すべき課題を確認したところ、「救急医療の体制が不十分」(43り 、「特定診療科医が不足J(40う など
緊急を要する項目が上位に挙がつている:その他、「真に必要な人が診療を受けにくい」(35%)、「医師・看護師の過重労働な貰 医療事故が
頻繁に発生」(30%)などが続く.

餞 性別でみると、女性は、緊急を要する上位2項目について高めとなつている。
畔 20代、3o代で「特定診療科医が不足」を挙げる人が多い。また年代が高くなるほど:「 医療保険料や自己負担が高すぎる」との回答が

多くなる傾向がみられる。
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4-3.医療制度に関する問題点・改善点

医療制度に関する問題点・改善点について自由記述で回答を求めたところ、「医療サービスJ「 医師・看護師関連」「制度改革」に大別された。
「医師・看護師関連Jでは、“医師・看護師の不足"が最も多く、“過重労働の解消"や“待遇改善"など医師の労働環境の改善を求める声も
多くみられる。
「医療サービス」では、“無駄な医療"や“真に必要な人が診療を受lllこ くい"“ 医療費が高すぎる"“負担が大きい"などの意見が目立つている。
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5,1.介霞制度について
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5-2.介藤保険制度に関する優先課題 性層J/年代別

介護保険制度に関して優先的に対処すべき課題を確認したところ、「十分な人材確保が困難」(45%)、「施設数が不足」(41%)な ど
介護サービスを提供する上⑩ 環境が整つていないことを挙げる人が多い。その他、「介護保険料が高すぎるJ(33%)が続く。    ・

性別でみると、女性は「施設数が不足」、男性は「介護予防のための取組みが不十分Jを挙げる人が比較的多い。
年代が高くなるほど、「真にケアが必要な方への対応に重点化すべき」を挙げる人が多くみられる。また、若年層ほど、「わからない」と
回答した人が多く、やはり介護制度への関心が薄い様子。
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5‐ 3.介護保険制度に関する問題点・改善点

麟 介護制度に関する問題点・改善点について自由記述で回答を求めたところ、「制度関連」「サービス従事者・介護者関連」「介護サービス関連」
などに大別された。
「制度関連」では、“無駄が多ιソ政治の怠ツ 行政改革"など抜本的な改革を求める意見が多く、その他“介護認定の厳格化"“制度が複雑
すぎる"なども目立つている。
「サービス従事者・介護者関連」では、“介護サービス従事者の待遇改善"が突出しており18州このぼつている。
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6-2.少子化対策への関心度 性別/年代別

少子化対策に「関心がある」と回答した人は全体の2'%。「まあ関心がある」と回答した人を含めると、全体の66%の人が関心を寄せている。
性別でみると、女性の方が関心が高く、「関心がある」・「まあ関心がある」の合計では68%と男性を4ポイント上回つてもヽる。

療夢l電『
2ヽは 3ヽ0ft皓年層硝 ′椰 高しゝ

言
に30代でま唱 心がある」掴 答した卿ま43%、「まあ関心がある」給 わせると、7飛最も高く

一方、40代、50代は他世代よりも少子化対策に対する関心は低くなつている。
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6-3.少子化対策の負担のあり方 性別/年代別

少子化対策の負担のあり方を確認したところ、議「拡充を図るべきであり、そのために多少の負担増となることについてはやむを得ない」と
考える人が最も多く42%。 麟「日民に負担増を求めてまで、拡充する必要はない」と回答した人は23%となつている。
少子化対策のための負担増について容認する人が、過半数を超え55たなつており、反対する人を25ポイント上回つている。
性別でみると、男性の方が容認が多く、60%の人が「やむを得ない」と認識しており、女性よりも10ポイント近く上回つている。
年代別では、関心の低い40代、50代は負担増に対してやや難色を示している人が多くみられる。

少子化対策の負担のあり方<性別/年代別>
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6-4.少子化対策に関する優先課題 性層U/年代別

編鼎吾瘍騒鼎灘撃肥馴躍瀾輌FttLこ
ろ、晴児休業や育児期の短時間勤務を取得しやすくす初

“
0、

ニーズに即応したサTビスの提供J(40%)が多く挙げられており、仕事と子育
ての両立を支援するサービスの充実を求める人が多い様子。
性別でみると、多くの分野で女性の関心の高さが伺われるが、「出産。子育て時の一時金支給拡充」を優先すべきと考える人は女性より男性が多い。
20代、30代では「出産。子育て時の一時金支給拡充」「妊婦健診・出産や不妊治療への支援の拡大Jを支持する割合が、他世代と比べると高い。
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6-5。少子化対策に関する問題点P改善点

少子化対策(子育て支援)に関する問題点・改善点について自由記述で回答を求めたところ、「支援の拡充」「社会・意識の改革」「仕事との両
立」などに大別された。

雰零難鷺習Pで
は “ヽ保育・託児施設"や“子育て手当:支援

別
補 助金"など子育てに関す初 一ヽド面、経済面での支援拡充を挙げる人が
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病児保育施nO拡充

第2子以降0補助拡充

相談窓日・コミ彗 くの整

"

IⅢ
l   税す11躙

.  以前より
=筆

はょo■て,椰
‐軟青格をの是正

r嚇蹴翼を言
少子化対策が本当に必要か疑間

現状では出生率を増忙 ない

金餞的支援は必要ない

その他

支援の拡充
411■

仕事との両立
2321

社会・意臓の改革
35:1%

対策不要
70喘



参考:Web―対比較評価法について

順位法と絶対評価法の両方の課題を解決した方法が「 ※Web… 対 比 較 諄 髄 法 」

※ 2つの対彙物に対する比較評価を連続的に行なうことにより、評価の順位と程度がわかる方法。
さらにWebを用いることにより、設間のランダム提示が可能となり、より精度の高い分析が可能となる。

参考:Web―対比較評価法について

■ 従来よく行なわれている順位法と絶対評価法

<順位法>
Qあなたは、以下のA～ Eの中で、最も関心があるのはどれですか。
1つだけお選びく燎ユヽ。

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

０

０

０

０

０

メ曽,ト

Ⅲ春1翫朧疎いⅢⅢ■|111

<絶対評価法>
0.あなたは、以下のA～ Eについてどの程度関心がありますか。
それそれについてあなたのお考えに近いものを1つだけお答えください。

師いがあるまTが あ認い帥いがれヽ

1響||||||‐ | |||1111●||||||||||||111
/AI範家01境自に対する評囀 度昴かな|11,|||111=|

Ｏ

Ｏ

Ｏ

Ｏ

Ｏ

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

↓

↓

↓

↓

↓

■ Web―対比較評価法
く画面イメージ>

A B

よりこちら よりこちら

◎ ∩

B C

よりこちら tn■ちら

O 0

対象物を2つ抽出し、横に並べてどちらがふさわしいか(該 当するか)を回答者
に選択してもらいます。

これを全組合せについて繰り返し行ないます。
(ここではA～ Eの5つの対象物なので全組合せは10通り)

く画面10>

Wもし
=よ

議圏競識:]賜なのメル上 1111■ |||■ || |■ |||‐ |

螂鋼聾基鐵塞串||D E

よりこちら よりこちら

◎ O

<アウトプットイメージ>

全組合せについて確認したそれぞれの対象物の選択率にこでは「関心がある」方)をもとに、各対象物を一軸上に並ぺます。

軸上の「0.0」 は、回答者による選択率がちょうど5割であることを意味しており、「0.0」 ょり右側が選択率が5割より高く、左側が5割より低いれうヽことを意味して
います。つまり、評価対象が右にあるほど、より多くの回答者i磁択されている(ここでは「関心があるJ)ことを表しています。

また、対象物間の間隔が広しヽまど、その指標の度合しヽこ開きがあることを表しています。
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社会保障を支える税制について

土居 丈朗

(慶應義塾大学経済学部)

れt幹 :〃Web.econ.keioFaC● :0/staff/tdoν

平成22年 11月 22日

今後の財政運営はどうなるか,|

予算の無駄をなくす歳出改革は、不断の努力
が求められる
「霞が関埋蔵金」依存は持続不可能

高齢化で社会保障費の自然増は不可避

歳出が多すぎるのではなく、税収が不足しすぎ
ている

今後の財政は、税収をどう確保するかが課題

税制は、日本経済の行く末を決める1つの重要
な要素    i

●

　

　

　

　

●

◎ TakeЮ Dol.



今後の税制で踏まえるべき点
・ 少子高齢化(世代間格差是正)

,グローバル化(国際競争)  ノ

・ 財政健全化(税収確保)

,地方分権化

◆それぞれの要請に税制がどう応えるかを検討すること
が重要

◆経済成長を阻害せずにtいかに税収を確保するか

◆税制で格差是正を図るにしても、経済成長を阻害して
,は元も子もない

>消費税は増税、所得税は所得再分配機能の強化、法
人税は減税

◎ Takero Dol.

各国の税収構造
(構成比 :2000～ 2008年平均)

100%

90%

80%

70%

60%

5011

40%

30%

20%

10%

0%

日本   アメリカ  カナダ  イギリス  ドイツ  フランス  イタリア スウェーデン

こ 旦A彊笠昼上 里き

^所

得課税 ■消費課税 口資産課税等 |

資料 :OECD“Revenue Statstics"                    ・

出典 :土居丈朗編著『 日本の税をどう見直すか』日本経済新聞出版社刊
‐                 ◎■
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経済成長と税制
●1経済成長率に与える影響
(被説明変数:1人当たり実質GDpの対数値の階差)

これらの係数は1%有意水準で有意

標本:1971～ 2004年t OECD加盟国21ヶ国(ォーストラリア、オーストリア、ベルギー、
カナダ、スイス、ドィッ、デンマーク、スペイン、フィンランド、フランス、イギリス、ギリシャ、ア
イルランド、イタリア、日本、オランダ、ノルウェー、ニュージーランド、ポルトガル、スウェーデ
ン、アメリカ)

出Jt:Arnold,Jt,2008,"Do TaX Structuresハ fFeёt Aggregate Economic
Growth?:EmpiHcal Evidence from a Panel of OECD Count‖ es", ,
OECD EcOЛ O“lics Deρ attmeη:Wbttng Paρers No.643.

◎Takero DoL

社会保障財源としての消費税

>世界的には1所得課税よりも消費課税が主流に
(貯蓄や配当などの二重課税を回避できる)

税収に占める
シェア

個人所得課税 法人所得課税 消費課税

係数の推定値 二0.98 -1.13 0.93

◎ Takero DoL



受益と負担の世代間格差

・15

・20

(犠考)I.

2.

鯛篠∫腎務風が「濾議議編響11籠猟絆餓轟爆

霧鶯「
は 縦邊時点

`"暉
)の受薔ふ

T,`今
織t崚持され繊 獄二

ゃ

出典:内閣府『経済財政白書2005』
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所得税、社会保険料と消費税の負担 (1)
・ 所得税年間納税額の分布 (世帯主年齢階層別 )

年齢階層内の構成比

|¨
卜 39歳 以下 |

|-40～ 49歳
|

1車 ::1::鷺
|

‐-70歳 以上 |

5～ 10 10～ 1515～ 2020～ 2525～ 3030～ 3535～ 4040～ 5050～ 6060～ 8080～ 100100～

50% `

40% 1-― ―

|ゝ
|~~~~

|

万円

資料:厚生労働省『国民生活基礎調査』2006年
◎Taker9 Doi.

※F不詳」は除く



・ 住民税年間納税額の分布(世帯主年齢階層別)

年齢階層内の構成比
50%「「―T ~~~~~~・ ~~___ __― ――

所得税、社会保険料と消費税の負担(2)

|―El-39歳 以下 |
|ヨ‐ 40～ 49歳 |

-50～ 59歳
-60～ 69歳 ‐

|■卜 70歳 以上 |

非課税  ～5  5～ 10 10～ 15 15～ 20 20～ 25 25～ 30

万 円

資料:厚生労働省『国民生活基礎調査』2006年
◎Takero Doi.

30-35  35-40  40-45    50-

※「不詳」は除く

0-39歳 以下 |

=‐ 40～ 49歳
|

―●-50～ 59歳
→r60～ 69歳 |

→
=7o竜

然二 |

|

10%卜

5% =―

所得税、社会保険料と消費税の負担 (3)
・ 社会保険料年間納付額の分布(世帯主年齢階層別)

年齢階層内の構成比
30% _―  ―――――‐―  ― ―  ‐

25%

201 1- 1

15%トーー

万円

資料 :厚生労働省『国民生活基礎調査』2006年
◎ TakeЮ DoL

0% t― ―― ‐“ヽ    ヽ_     :   __=                _           ‐           ,     .   ___■   ___J

支払無 ～5 5～ 1010～ 1515～ 2020～ 2525～ 303o～ 3535～ 4040～ 5050～ 6060～ 8080～ 10010o～

※「不詳」は除く
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所得税、社会保険料と消費税の負担 (4)
・消費税年間支払額の分布(世帯主年齢階層別)

年齢階層内の構成比

∈0 6～000～詢 o5～2o霧
活
D釆

制当パ|ビlヶ質雪たり磐饗支出額
「不詳」は除く

資料 :厚生労働省『国民生活基礎調査』2006年
◎Takero Doi.

所得税、社会保険料と消費税の負担 (5)

高齢世代の半分強は、所得税納税ゼロ

高齢世代の約半分は、住民税納税ゼロ

世帯主が40～59歳の世帯は、2割前後が年間
100万円以上の社会保険料納付

世帯主が60歳以上の世帯は、2割強が年間20
万円以上の消費税支払

●
　
　
　
　
●
　
　
　
　
●

◎ Takero Dol 12



所得税・社会保険料と消費税の性質

`若年世代は、所得税t社会保険料負担が多い

・ 高齢世代はt所得税をあまり支払わない

・ 消費税は、若年世代と高齢世代の間で、支払
額の分布の差異が小さい

>他方、社会保障の1負担と給付について、世代
間格差が顕在

→ 世代間格差是正の観点では、消費税を用い
るのが適している

◎Takero Dol. 13

「消費税の社会保障財源化」による財政規律

その他の歳出

社会保障財源化

◎Takero Doi. 14



消費税にまつわる誤解
・「消費税は消費者だけが負担する税」
→納税義務者は生産者、転嫁できなければ生産者も負担

,「消費税は逆進的J

→消費は1人々が単年度だけ行うものでなく、一生にわたち
て行うもの 二、「消費税は比例的な税」が正しい

Aさん 1年 目 21年 目 計

所得 100 100 200

消費 100 100 200

貯蓄 0 0

消費税 5 5 10

Bさん 1年 目 21年 目 計

所得 400 400 800

消費 200 600 800

貯蓄 200

消,費税 10 30 40

◎ Takero Dol. 15
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所得課税と消費課税の役割分担
消費課税は効率性をより実現できるがt垂直的公
平性は実現しにくい税

所得課税 (社会保険料を含む)は垂直的公平性を
実現できるがt効率性を阻害する恐れのある税
これらのバランスを考えれば、効率性を実現すべく
消費課税、垂直的公平性を実現すべく所得課税を
行うという役割分担が必要

消費課税で累進課税の実現を期待することは、そも
そも無理な話

所得課税と消費課税のどちらをどれだけ課税する
かは、必要な税収を確保するために、効率性と公平
性のどちらをどれだけ重視するかで判断する

◎Takero Doi.

異時点間の課税政策

課税平準化政策 :..バロー 1ハニバード大学教授

◆現在から将来にかけて増減する政府支出を所与とし
て、資源配分に歪みを与える租税が存在するとき、1

異時;点間の税率は、時間を通じて一定の税率で課す
のが、課税1平伴う超過負担(資源配分の効率性から
のコスト)を最小化にできて望ましい。

◆課税による超過負担を抑制

=異
時点間の資源配分を効率化

※課税に伴う超過負担(課税により阻害される経済活動)

の大きさは、限界税率の2乗に比例する

17

◎Takero Doi. 18



化理課

狭
轟税

税

ｅ
■
丁
Ｌ

■
Ｉ
Ｌ

論|(イメージ)1
■        税率が20%の時は、

wふrs` 葉難瞥躍緊孫、
長い期間に渡り生

警率   1/じ る
20%

10%

時間

現在 → 将来 現在 → 将来

19

目指すべき我が国の経済構造

輸出産業

製造業

農業 (?)

温室効果ガス排出削減

O Takero Dol.

1内書

サービス産業

医療、介護 環境・エネルギー

税金、社会保険料

20



0

0

国と地方の社会保障財源
消費税の社会保障財源化に当たうては、社会保障給付の地
方負担分についても、同様に社会保障財源化し、社会保障給
付費に対する国と地方の役割分担に応じて消費税収を配分す
ることが望ましい   ‐

地方の財源確保については、地域主権改革に配慮すべき

すなわちt補助金の一括交付金化の取組み、地方税制・交付
税制度の見直しなど地方の自主・自立性を高めるための地方
税財政制度の見直しとあわせ、地方自治体が自ら納税者に向
き合い、納得を得ながら行政サービスを行うことを目指すべき。
具体的には、地方が地域に密着して提供している社会福祉
サービスについて、地方自治体の創意工夫が生かされ、地域
住民が受益とそれに見合つた負担を自由に選択できるよう、個
人住民税や固定資産税などの拡充を含む課税自主権の拡大 0

発揮により対応する必要がある

◎Takero Dol,

社会保障給付費の財源

【平成22年度予算ベース】

21

※資産収入等は除いている。

(出典)社会保障改革に関する有臓者検討会事務局資料より作成
22



(参考)先行研究の紹介

「財政健全化口消費税とマクロ経済活動」
井堀利宏(2010年5月 18日 )

23

平成 8～ 10年 (1996～ 1998年)の財政 日経済状況

四半カ 実質成長率
民間最終
消費支出 経済状況 主な出来事

H8

1-3. 1.0引
一〇

*公共投資、住宅投資による景気下支え

*所得減税等による個人消費の持ち直し

*急激な円高(H7年 3月 以降)の進展

基縁rボ賛電難 臨
民ヽ
,が

堅調に

*長期金利が歴史的な低水準

*消費税率引上げに伴う駆け込み需要と
反動 (その後回復)

あ‥ :搬雫冒鶴 辮言
*完全失業率が高水準で推移

「財政構造改革元年」(H9年度)

「金融システム改革」
H9/4 消費税率引上げ
H9/7 アジア通貨危機
H9/11 21世紀を切りひらく緊急経済対策

熙影宕1膠 獣璽琶出遜『
券破綻

H10/4 金融ビックバン開始
H10/4 総合経済対策
H10/5「財政構造改革法」改正
H10/8 ロシア通貨危機
H10/10日本長期信用銀行破綻
H10/11緊急経済対策
H10/12日本債券信用銀行破綻 ´

H10/12「財政構造改革法」停止

4-6. 景  ■釧 0.7'

7-9.
ス

拡   0.劉 △ 0.19

10-12. 期 1.41

H9

1‐ 3 0.9, 2.0'

4-6 5月 ) △o.8% A3.5,

7-9. AO.591 0.89

10-12. ⌒    0.49

景
―気  △1.99

後
―退  △o.49

細

一

0.01

H10

1-3. AO.7〕

4-6. AO.3,

7-9 0.4,

10-12. 0.2,

(出典)財政健全化。消費税とマクロ経済活動(井堀利宏 2010年 5月 18日 )



平成9年の消費税率引き上げ

・ 先行減税の実施 (所得税等の減税十消費税
の増税 )

→ネットでそ
が成立?

れほどの増税効果なし→等価定理

→消費税引き上げが前もって周知→駆け込み需
要も限定的?

・ 同時期に、金融不安で消費者心理が大幅に悪
化

25
(出典)財政健全化・消費税とマクロ経済活動 (井堀利宏 2010年 5月 18日 )

消費税の改革

消費税率引上げ (3%→ 5%)に よる純増収額
(増 収額 ― 政府負担の消費税増加分 =4 8-0 7兆 円)

消費税引上げに伴う財政への影響

所得減税等による減収額             ｀     ▲ 3.8兆 円

〔I『:二[全[[11:倉量聯減税       1 :: :;[:〕

政府負担の消費税増加分のうち公債発行により得るもの     + 0.4兆 円

+ 0.3兆 円

+ 4.1り К円

▲  0. 5兆円

▲  0.5兆 円

つなぎ公債の償還財源

社会保障関係

〔[1層 1物
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合  計

(出典)『平成7年 改正税法のすべて』

(出典)財政健全化・消費税とマクロ経済活動(井堀利宏 2010年 5月 18日 )

0. 0兆 円
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平成10年度年次経済報告における分析

平成9年の消費税率引上げに伴う駆け込み需要の反動減は、税率引上げの翌期 (7-
9月 )には回復。その後の景気低迷は、金融システムの信頼低下やアジア経済・通貨
危機の影響が大きい。

平成10年度年次経済報告 (平成10年 7月 17日 経済企画庁)

′`ブル崩壊後の長期の景気停滞の後、我が国経済|ま緩やかながら回復を続けていまし
た。1997年度には自立回復過程への復帰は頓挫し、停滞状態に陥ることになりました。
年度当初は、消費税率弓l上 げに伴う駆け込み需要の反動減が予想以上に大きく現れまし
たが、その後回復に向かっていました。しかし、秋以降の金融機関破たんによる金融シ
ステムヘの信頼低下やアジア経済口通背危機等が影響する中^安計や企業のF、理の票イヒ_

金融機関の貸出態度の慎重化等が実体経済に影響を及ぼしました。こうした状況を克服
するため、昨年末から景気下支えと金融システム安定化のための対策を取り、また98年

度に入つて、過去最大規模の「総合経済対策」を決定しました。

(参考 :平成9年度のいわゆる「9兆円の負担増」)

消費税率の引上げ等       5.2兆 円
所得税等の特別減税の廃止    2.0兆 円
社会保険料の引上げ (年金・医療)0.6兆 円

`   医療費の自己負担の増      0.8兆 円

(出典)財政健全化・消費税とマクロ経済活動(井堀利宏 2010年 5月 18日 )

平成9年の主要経済指標

(出典)財政健全化・消費税とマクロ経済活動(井堀利宏

各種経済指標は、平成9年末以降大幅に悪化。

平成9年卜3月 期 7-9月 期    10-12月 期  平成10年卜3月 期

平成9年消費税率引き上げ時の経済状況
(実質 。対前期比伸び率 )
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(参考)消費税導入時の主要経済指標
各種経済指標は、消費税導入の翌期以降回復:
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昭 和 63年 7-9月 期   1‐ 12月 期   平成 元年 ■ 3月 期

(参考 :消費税導入時の税制改革)

所得税減税      ▲2.4兆円(▲ 33兆円)

相続税・贈与税減税  ▲0.7兆円(▲0.7兆円)

法人税減税      ▲1.5兆円(▲ 1.8兆円)

物品税等廃止     ▲2.3兆円(▲ 3.4兆円)

秘

鮮ヽ_メ'■ _■■_」1聾_覧ri二塁登ふ職ゝ轟1三二二
/    ol                     ¬鬱-04
-― ―――――――――‐‐――――――――――――――‐―‐・ ――――――二〇5~~~~~

7-0月 期    10-12月 期  平成2年1-3月 期

消費税創設       +4.4兆 円(+54兆 円)

その他課税適正化等  
‐

+0.8兆円(+1.2兆 円 )

合I「 7▲ l R"k口 r▲ ,AJk口 ∩ヽ女 ′゙卜捕硝

―◆――国 内総 支 出

(注 )国税における改正増減収額を記載。なお、括弧内は国・地方を合わせた改正増減収額(経済企画庁「物価レポート'89』 )。

(出 典)財政健全化。消費税とマクロ経済活動 (井堀利宏 2010年 5月 18日 )
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き上げ16%→ 19%)
増収分 :財政赤字削減+失業保険料引き下げ

(2)イギリス

(2008年 12月 ん2009年 12月 :

17.5%→ 15%→ 17.5%)

どちらも、駆け込み需要、
た     .

反動効果はある程度生じ

中期的には、マクロ経済にそれほどの
なし?

(出典)財政健全化し消費税とマクロ経済活動(井堀利宏 2010年5月 18日 )

l的な影響

諸外国の事例

(1)ドイツ

(2007年 :付加価値税率の弓

30



2007年 1月 のドイツの付加価値税の引上げ①

マ〒ストリヒト条約の財政基準 (債務残高対GDP比60%以内、財政収支対GDP比 3%以内)

を満たさない状況が4年間 (2002年 ～2005年 )継続。→ 財政再建の必要性

ドイツ 20024F 20031F 20041F 20054F

債務残高対GDP比 (%) 65.4

財政赤字対GDP比 (%) 43.6 ▲4.0 ▲37 ▲3.2

ギ
°呻

7W… 1瀾
叩TJ

メルケル大連立政権下で、キリスト教民主/社会同盟 (CDU/CSU)及 び

社会民主党 (SPD)力t連立合意において以下の公約 (2005年‖月)

t…幽 II:1]iヨ裂咄 姜世I螢整81lJ
2.税制改正の内容 (※ 2007年 1月 より施行)

○ 付加価値税率の引上げ (16%→ 19%)【増収見積額 229億ユーロ (約3.りじ円)】

→ 増収分の3分の2は財政再建に、3分の1は失業保険料の引下げに充当

O 所得税の最高税率の引上げ (42%→45%)【増収見積額 13億ユーロ (約 0.2兆 円)

(出典)財政健全化・消費税とマクロ経済活動(井堀利宏 2010年 5月 18日 )

2007年 1月 のドイツの付加価値税の引上げ②

|―‐ ― 民 間 最 終 消 費 支 出 童

`ヒ

率 ζ前 期 IIi■ ● ■ 菫 彙 ヒOPnI率 く前 蒻 圧 1■● I:… 爾 瓦 コ

１

３

O 経済への影響 (連邦中央銀行・ 連邦財務省等の当時の分析より)

・ 付加価値税引上げの影響については、足元では、旺盛な設備投資により、            。他方、物価への影響については、原油価
格の下落等も作用し、                にとどまつている。

・ 中長期的な影響については、財政健全化がシグナルとなって国民のマインドが上昇するなど饉済にプラスの効果が生まれると見られる。

・
野 衛 瞥

[躙
野 蹄 瞥 網競 叫瑚民間最終消費支出 (対前期比) ▲23 ▲0.3

実質GDP(対前期比)

CPl(対前期比 ) 00

(出典)財政健全化・消費税とマクロ経済活動 (井堀利宏 2010年5月 18日 )
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2010年 1月 のイギリスの付加価値税率の引戻し

●イギリスにおいては、景気刺激等のため、2008年 12月 1日から2009年 12月 31日 までの13ヶ 月間、付加価値税の標準税率を
時限的に17.5%か ら15%に 引き下げていた。なお、2010年 1月 1日 に標準税率は17.5%に引戻されたところ。

(注 )イ ギリスにおいては、基礎的食料品、水、医薬品等に対してはゼロ税率が適用され、家庭用燃料・電力等に対しては軽減税率5%が適用
されている。

イギリスにおける小発売上 (名 日、金額ベース)の対前年同月比の推移 経済状況 (CPI変化率等)について (%)
70
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∞
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O付加価値税率の引戻し (15%→17.5%)力《消費等に対して与える影響 について (ィ ングランド銀行、英国4ヽ売協会等の分析〉

「付加価値税率が175%に 戻ったことで、しばらくの間、CP:は 3%を超えることになるだろう。しかし、そのような高水準は、一時的なものであり、
インフレ継続要因とはならない。」 (キ ング総裁 (イ ングランド銀行)ス ピーチ 2010年 1月 19日 )

「2010年 1月 の小売売上の低下は、 (VAT引 戻しによる消費抑制だけでなく)、 消費者の政治・経済情勢の先行き不安感による消費抑制や大雪などの悪
天候が主因。」 (ス テフアン・ロパー トソン ディレクターゼネラル (英国小売協会)2010年 2月 )

「2010年3月 の小売売上の上昇は、イースター休暇前の食料品等の需要増などの特殊要因が主因。消費に対して依然として慎重である一方で、1年前
よりも消費者の購買意欲が高まりつつある。」 (ス テファン・ロパートソン ディレクターゼネラル (英国小売協会)ほか 2010年 3月 )

「2010年第1四半期の実質GDP成長率は前期比■ 4%。 悪天候や年初に実施された付加価値税率引戻しが成長率の押し下げ要因となったことを考慮す
ると、イギリスの成長率は●0.4%以上であると推測される。」 〈英国日立経済社会研究所 lNIESR)2010年 4月 )

ツ
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一

Ｖ
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1ヽ ,プ |:,I1/  1=

一　

一

融
ｒ

＼
ヽ

棠ご
(備考)英国小売協会 (BRCl公 表資料をもとに作成

(出典)財政健全化・消費税とマクロ経済活動(井堀利宏 2010年 5月 18日 )

【ドイツ】
● 1993年 1月 (14%→ 15%)

46

35

25

15

05

→ 5

-15

-25

-35

-4 5

(参 考)各年の実質GDP成長率
1991年 :

● 1998年 4月 (15%→ 16%):

51“  1992年 :2296 1993年 :-08% 1994年 :27% 1995年 :1996

付加価値税増収額 476億 ュニロ (対前年名目GDP比 02%)
総税収増収額 1832億 ユーロ (対前年名目GDP比  10%)

45

35

25

15

05

‐05

-15

-25

-35

→ 5

(参考)各年の実質GDP成長率
1995年 :19% 1996年 :10% 1997年 :18% 1998年 :2096 1999年 :2096 2000年 :32%

(出 典)OECp″ National A● ●ounts・ 及び 周
″
Revenu● Stetistics″

(出典)財政健全化・消費税とマクロ経済活動(井堀利宏 2010年 5月 18日 )

(参考)主要国における90年代以降のその他の付加価値税引上げ時の経済状況 (1)

匡
=コ

民間最終消費支出変化率 (前期比)―――実質GDP成 長率 (前 期比)― … CP:変 化率 〈前期比 )

付加価値税増収額 951億ユーロ (対前年名目GDP比 06%)
ユー ロ (対前年名 目GDP比  05%

― …

DP曖長 率 (●●蒻 比 )            |
‐ ‐CR凛 化 ■ く対 ●●期 比 )              |

0 1 0PI菫化警〈書くモ■イレず=Ⅲ ,中晏≧"W翔 ■〕 」

(■ 考)英国日立経済社会研究所公表資料翻能3と に作成
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(参考)主要国における90年代以降のその他の付加価値税引上げ時の経済状況 (2)

【イギリス】
●1991年 4月 (1596→ 175%)

― l良間最終消費支出劇ヒ率 輌 mtl一 実質OP成長率 m助
一

m畑ヒ率 帥 期り

:付加価値税増収額 33.9億 ポンド (対前年名日GDP比 06%)
総税収増収饉 12.1億 ポンド (対 前年名目GDP比  0.296)                      .

1989年 :2396 1900年 :08% 1991年 :-14% 1902年 :0196 1993年 :22%

:付加 価 値税増収額  40:8億ユ ■ 口 (対前 年名 目GDP比 04%)
総税収増収額 1171億 ユーロ (対前年名日GDP比  10%)
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-::5

-2 5

‐3 5

■ 5

(●考)各年の実質GDP成 長率
1988年 :5096

【フランス】
●1995年 8月 (13.696‐ 206%)

4.596

35
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05

→ 5

-15

-2 5

-3 5

■ 5

(参考)各年の実質eDP成 長率
1993年 :-00% 1994年 :2296 1995年 :2:% 1996年 ::196 :997年 22% :998年 :3596

(出 典)OECD″ ‖ation● lA●●●unt6″ 及び 口
″
Rovonue Stat:● tl● 8″

(出典)財政健全化・消費税とマクロ経済活動(井堀利宏 2010年 5月 18日 )

増税の経済効果

,ケTス 1:増税+無駄な歳出増

負担増で、民間消費、投資が抑制
・ ケース2:増税+有益な歳出増

担 と歳出のメリットが相殺

均衡 算乗数(需要面)

歳出が 来の生産増につながれば、成長にプ
ラス (供給 )貯蓄性向<歳出での投資性向

増

予

将

面

(出典)財政健全化・消費税と々 クロ経済活動 (井堀利宏 2010年5月 18日 )
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・ ケース3:増税+減税 (あるいは移転支出)

(1)所得効果 :再分配効果(マクロの限界消費性
向が増加ム需要の増カロ:マクロの限界貯蓄性
向が増加→供給の増加)

(2)代替効果 :税制改革で相対価格が変更

労働意欲刺激効果、投資意欲刺激効果

37
(出典)財政健全化・消費税とマクロ経済活動 (井堀利宏 2010年 5月 18日 )

ケニス4:増税+財政赤字の削減

標準的議論 :現在の負担増で民間需要は抑制
⇒「貯蓄過剰Jと言われる我が国でt民間消費
,の抑制はどの程度起こるか?

世代間負担の緩和 :世代間の公平性

中立命題 :効果なし  
―     ‐

財政危機の緩和 (非ケインズ効果):民間消費、
投資を刺激

(出典)財政健全化・消費税とマクロ経済活動(井堀利宏 2010年 5月 18日 )



消費税の、経済効果

・ 消費税と所得税の同等性 (等価命題)

予算制約式:消費=所得

消費税のケース:(1+消費税率)消費=所得

所得税のケース:消費〒(1-所得税率)所得
→ もし1/(1+消費税率)=1-所得税率なら、両
方の課税は、同じ

例 :消費税率25%〓所得税率20%
(ただし、フラツトな所得税、遺産なし、合理的な個
人)

(出典)財政健全化・消費税とマクロ経済活動(井堀利宏 2010年 5月 18日 )

消費税と経済成長

・ 標準的なシミュレーション分析では、消費税
は所得税と比較して成長にプラス

課税のタイミング効果 (,肖費税で貯蓄が増加、
消費は減少しない)

・ 貯蓄増加→資本蓄積、成長の促進 (新古典
派モデル :供給能力の増加が成長の源泉)

(出典)財政健全化。消費税とマクロ経済活動(井堀利宏 2010年 5月 18日 )
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消費税と駆け込み需要

消費税率の上昇で相対価格上昇
・ 駆け込み需要(ストック可能な消費財で発生)

・ 引き上げが終わつた段階で、反動の消費需要減
・ 消費税率の引き下げでも同様の効果

引き下げ前に需要減、引き下げ後に需要増
引き上げが終わらたことが、消費にマイナス
(引き上げそのものではなくて)

中長期的には1相対価格効果は小さくなる

将困難
に
嗜
、。景気変動

ャ
弓|き上げ時期を調禾口させるのが

段階的引き上げは、反動を先送りするプラスの効果あり

(出典)財政健全化・消費税とマクロ経済活動(井堀利宏 2010年 5月 18日 )

消費税引き上げのタイミング

(1)代替効果でみると

・ 消費税引き上げ=インフレマインドの導入
・ インフレ期 :インフレ加速要因
・ デフレ期 :デフレマインドの相殺

(2)所得効果で見ると、

・ 消費税の引き上げ〓可処分所得の減少で、民間
需要減

′

:ただし、税収増の使い道も考慮すべき
・ ケース1以外なら、所得効果は深刻なのか ?

41

(出典)財政健全化。消費税とマタロ経済活動(井堀利宏 2010年5月 18日 )



今後の消費税率引き上げ

・ 税収中立では無理
｀
ネツトで増税(一部は財政赤字の縮減に)

→将来の増税を回避できるプラスの効果を家
計がどこまで評価するか?
→政府の財政運営に対する信頼感、税収の使
い道に関する安心感に依存?

43
(出典)財政健全化。消費税とマクロ経済活動 (井堀利宏 2010年 5月 18日 )



相対的貧困と財政、雇用

第3回社会保障改革に関する有識者検討会

大沢真理

(東京大学社会科学研究所)

図 相対的貧困ラインを下回る現役世帯
出所)経済財政諮問会議、2000年4月 22日 、配布資料「所得格差の
現状について」、9頁、図表9=2

〔 日本 (全轡 消鸞奏饉 樹姜 )

IIl本 (衝撲隻 ,會甚 確 調書 )

アメリカ

o日∞ 平均

'ラ
ンス

スウエーデン

イギリス

イタリア

ドイツ

(世帯主が18～ 65歳の世帯)における有業者の数
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日本ではt労働年齢世帯で成人が全員就業すると(共稼ぎ、
1人親、単身)、 再分配の資困鋼減インパク肝|まマイナス
(OECD諸国で唯―)

注)成人全員が就業している世帯にとうての削減率が低い順に左から
出所)OECD 2009:Fuure 3‐9のデータから作成

類型による差が小さいのは、アングロサクソン諸国と韓国、スウェー
デン、ハンガリーg

日本では再分配が子どもの貧困率を引
き上げる(OECD諸国で唯7)
注)「税・移転前」は市場所得ベースの相対的貧困率を示し、「税・移転後」は税を支払い現金
給付を受けたのちの可処分所得ベースの貧困率を示す。諸国は、2000年前後の「税,移転
後」所得ベースの貧困率が高い順に、アメリカからデンマークまで並べてある。
出所)Whleford and Adema 2007:丁 able 2

図 OECD諸国の子どもの貧困率、税・移転の前と後、
1980年代、1990年代なかば、2000年前後 ^

ィ4rゝ7' 掌ゞがおいず
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・   所得第1五分位の世帯可処分所得に占める
公的移転と税口社会保険料負担の割合、
2000年前後と2000年代半ば  '

注)移転は社会保障の現金給付であり、負担は所得税と社会保険料の被保険者分
出F~f)JOnёs 2007:丁 able 10;OECD 2008:丁 able 4.7よ り作成
所得最下層にたいして、日本の移転|ま薄く、負撻は重い。移転が日本より薄いア

メリカでは、負担は軽い。負担が日本より重い諸国(北欧が多い)では、厚い移転

日本の雇用保護規制は、強くない。非正規では最も弱い方
出所:OECD雇用保護ウェッブサイトwttw.oecd.oro/emplovmenザ protection
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日本では低賃金の水準が低い、制度的最低賃金も最も低い

己蹄 賃金ノ申位貰処分所得  ヽ ‖アルタイム雇用者賃金収入第1+分位ノ中位可処分所得

回G 賃金分布の底辺の状況 (2005年 )

注 :中位可拠分所得は子どものいない単身者のもの。それに対する比率は,法定最儒賃金がある日の

場合, たとえIFア メリカで.賃金収入第 1+分位がQ6.最低賃金は0.4で あることを示す。フラ
ンスでは,7ルタイム轟用者賃金収入第 1+分位と最低賃金が等しい。法定最低賃金がr.・ ぃ口は,

オース トリア,デンマータ・ フィンランド・ ドイッ・ ノルウェー,ス ウエーデン.ス イス. ドイッ
のデータは閣04年

`

出,i:oECD databasc on carnings:OECD qu“ 翻o■■
`奮

e on incOme dむ回button.
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